
政
令
第
百
七
十
六
号

デ
ジ
タ
ル
社
会
の
形
成
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
期
日
を
定
め
る
政
令

内
閣
は
、
デ
ジ
タ
ル
社
会
の
形
成
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
三
十
七
号
）
附
則

第
一
条
第
六
号
及
び
第
七
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

デ
ジ
タ
ル
社
会
の
形
成
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
附
則
第
一
条
第
六
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
期
日

は
令
和
四
年
十
月
一
日
と
し
、
同
条
第
七
号
に
掲
げ
る
規
定
の
う
ち
、
同
法
第
五
十
一
条
並
び
に
附
則
第
九
条
（
第
三
項
を
除

く
。
）
、
第
十
条
、
第
十
八
条
（
戸
籍
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
二
十
四
号
）
第
百
二
十
九
条
の
改
正
規
定
（
「
戸
籍

の
」
の
下
に
「
正
本
及
び
」
を
加
え
る
部
分
に
限
る
。
）
に
限
る
。
）
、
第
二
十
二
条
、
第
四
十
七
条
、
第
四
十
九
条
、
第
五

十
四
条
、
第
五
十
五
条
（
が
ん
登
録
等
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
十
一
号
）
第
三
十
五
条
の
改
正
規

定
（
「
（
条
例
を
含
む
。
）
」
を
削
る
部
分
に
限
る
。
）
に
限
る
。
）
、
第
五
十
七
条
、
第
六
十
六
条
及
び
第
七
十
条
の
規
定

の
施
行
期
日
は
令
和
五
年
四
月
一
日
と
す
る
。


